
   世田谷区学校給食費に関する規則の一部を改正する規則 

 世田谷区学校給食費に関する規則（平成２８年１２月世田谷区教育委員会規則第２

１号）の一部を次のように改正する。 

別表１の項中「３１３円」を「３５４円」に改め、同表２の項中「３４９円」を「

３９５円」に改め、同表３の項中「３７７円」を「４２７円」に改め、同表４の項中

「４０１円」を「４５４円」に改め、同表５の項中「４３２円」を「４８９円」に改

める。 

   附 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 


